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１ 調査の概要 
（１） 調査の背景と目的 

従来は、疾病や障害・介護、出産・子育てなど、人生において支援が必要となる典

型的な要因を想定し、高齢者、障害者、子どもなどの対象者ごとに公的な支援サービ

スが提供されてきた。 

しかしながら、昨今、様々な分野の課題が絡み合って複雑化したり、個人や世帯単

位で複数分野の課題を抱え、複合的な支援を必要とするといった状況がみられ、対象

者ごとに『縦割り』で整備された公的な支援制度の下で、対応が困難なケースが浮き

彫りとなっており、福祉分野、保健医療、就労、生きがいづくりなど、複数の行政分

野にまたがった支援が必要となってきている。 

厚生労働省では、このような問題認識のもと、地域ベースの取組の可能性に着目し、

平成２８年７月に「『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部」を立ち上げ、平成２９

年２月に「当面の改革工程」をとりまとめた。 

現在、生駒市においては国の取組を前提として疾病予防、医療、健康増進等の保健

医療分野での取組、高齢者、障がい者を始めとした福祉分野の取組等を進めている。

特に、近年では高齢者を対象とした地域包括ケアシステムの構築を目指し、介護と医

療との連携等、分野を越えた取組を進めているところである。 

全ての市民が互いに支え合いながら、安心して、健康に、心豊かに住み続けられる

「地域共生社会」を実現するためには、関連する行政分野が連携協力して隙間の無い

サービスを地域とともに提供することが求められる。しかし、生駒市においては分野

間の連携協力は緒に着いたばかりであり、行政と地域との連携も未だ十分とは言えな

い状況にある。 

そこで、「地域共生社会」を念頭に、健康と福祉の視点から現在の取組について問題・

課題を抽出するとともに、その処方箋について検討することを目的として調査を実施

する。 
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（２） 調査の経過 

 

  

調査日 調査内容・ヒアリング項目

平成29年6月19日 ●厚生消防委員会
　テーマ別調査の実施と調査テーマについて
　→テーマを「健康と福祉の視点から考えるまちづくり」と
　　して調査することを決定

平成29年7月19日
午前10時から
午前11時40分まで

●厚生消防委員会ヒアリング
（高齢施策課、地域包括ケア推進課）
　①高齢施策課の事業概要について
　②地域包括ケア推進課の事業概要について
　③質疑応答

平成29年7月26日
午前10時から
午前11時45分まで

●厚生消防委員会ヒアリング
（健康課、国保医療課）
　①健康課に係る健康づくりの取組について
　②国保医療課に係る健康づくりの取組について
　③質疑応答

平成29年11月7日
午後1時30分から
午後3時まで

●厚生消防委員会行政視察（多摩市）
　①健幸まちづくりの取組について
　②地域包括ケアシステムについて（永山モデルの取組等
　　について）
　

平成29年11月8日
午前9時30分から
午後11時30分まで

●厚生消防委員会行政視察（町田市）
　認知症対策について
　・多職種連携の効果的な方法について
　・認知症ケアパスの作成について
　・Ｄカフェの取組について等

平成30年2月28日 ●厚生消防委員会
　テーマ別調査報告書の取りまとめについて
　→報告内容を決定
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２ 関係課へのヒアリング 
調査を始めるにあたって、まず、関係課へのヒアリングを行った。７月１９日には、

生駒市における地域包括ケアシステム構築に向けたロードマップ（平成２９年３月）

を作成し、高齢化、認知症高齢者の増加に中心的に対応している高齢施策課と地域包

括ケア推進課から、７月２６日には市民が健康で元気な生活を長く続けられるための

まちづくりを進めるための計画「健康いこま２１」（平成２５年１１月）を策定し、市

民の健康づくりを中心的に進めている健康課、特定健診等保険事業を実施している国

保医療課から、課の事業概要や健康と福祉に係る取組状況について説明を受けた。 

 

【ヒアリング調査概要】（※Ｐ２の表参照） 

●日時 

７月１９日（水）１０時～ 

●担当課 

高齢施策課 

地域包括ケア推進課 

●質問項目 

事業概要について 

施策の枠組みについて 

地域包括ケアシステムの構築について 

 

●日時 

７月２６日（水）１０時～ 

●担当課 

健康課 

国保医療課 

●質問項目 

健康づくりの取組について 

健康づくりの促進について  
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３ 先進地視察 
（１） 視察場所と日時 
① 東京都多摩市 

平成２９年１１月７日（火） 午後１時３０分から午後３時３０分まで 

② 東京都町田市  

平成２９年１１月８日（水） 午前９時３０分から午前１１時３０分まで 

 
（２） 視察の経緯 
 今年度の委員会のテーマを定めた調査について委員の意見を聴取し、委員間で事前

に話し合い、６月１９日に開催した厚生消防委員会において、『健康と福祉の視点から

考えるまちづくり』をテーマに調査を行うことを決定した。７月に担当課からヒアリ

ングを実施し、生駒市の健康・福祉施策の実情や課題について調査を行った。 
 その後、ヒアリングの内容を踏まえ視察について委員間で相談した結果、健幸まち

づくり推進室を設置し、健幸都市多摩の実現に向けて取組を進め、また、永山モデル

という地域包括ケアシステムの先進的な取組を実施されている多摩市と、今後のまち

づくりを考えるにあたり重要な視点である認知症対策に先進的に取り組まれてきた町

田市を視察先に選定した。 

 
（３） 視察の概要 
① 多摩市 
【多摩市の概要】 

 多摩市は東京都の南西部に位置し、１９７０年代から整備された多摩ニュータウン

（他の３市にもまたがるが多摩市は約６６％）が市域の約６割を占め、多摩丘陵、多

摩川を要する緑の多いまちである。市の緑率は５３．９％、市立公園面積は市民一人

当たり１３．６０平方メートルで都内２６市中第１位である。多摩ニュータウンは都

心から電車で約３０分、一斉に入居した団塊の世代が高齢化し高齢化率は日本最速と

言われている。人口は１４万６６３１人（平成２５年）で高齢化率は平成元年５．２

１％、平成２９年２７．０４％。多摩ニュータウンは坂と階段の多いまちで、エレベ

ーターのない住宅が約７割を占めている（平成１９年調査）。子世代は流出しており住

み替えが進まず、エレベーターのない住宅に住み、外出が困難な高齢者も多い。一方、

市民活動が活発で、人口１０万人当たりの NPO 法人数は５８．２法人、都内２６市

で２位である。サラリーマンが多く、知識欲のある市民が多いとのことである。 
 介護保険料は月４５５０円（国平均は５５５０円、都平均５５３８円、生駒市４７
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５９円）と安いが、これは多摩ニュータウンでの歩車分離の都市整備や坂や階段の多

い地形などが健康づくりに繋がっていることも大きな要因と分析されている。 
【視察項目】 
【健幸まちづくりの取組について】 
１ 経緯 
 ２０１０年から市長を務める阿部氏は、国が“地域共生社会”の実現を今後の福祉

改革を貫く基本コンセプトに位置づける以前から、“地域共生社会”を提唱しており、

その実現に向け、まちづくりの総合的な指針となる第５次総合計画・第２期基本計画

ですべての施策を貫く取組の方向性として３本の柱が示され、その内の１本目の柱に

「健幸都市（スマートウェルネスシティ）・多摩の創造」を掲げた。２本目の柱は「市

民がデザインするまち・多摩の創造」、３本目は「発信！未来へつなぐまち・多摩」」

である。平成２８年度には健幸まちづくり政策監、健幸まちづくり推進室が設置され、

平成２９年３月には「多摩市健幸まちづくり基本方針～健幸都市・多摩の創造に向け

た、まちぐるみの取り組みの基本方針～」が策定された。また、健幸まちづくりとし

て目指すべき姿を（ゴール）を示した「健幸都市宣言」も制定されている。 
 

２ 内容 

ア）「多摩市健幸まちづくり基本方針～健幸都市・多摩の創造に向けた、まちぐるみの取り

組みの基本方針～」を策定 （後述※参考に詳細） 

行政として健幸まちづくりに取り組む際の基本姿勢、当面の事業の方向性、成果指標の

考え方等を示すものとして、「健幸まちづくり基本方針」を策定。 

健幸まちづくりの体系として３つの柱を設定した。 
Ⅰ 健幸的な生活の獲得支援 
意識啓発と健幸的な生活を実践しやすい環境づくり 
Ⅱ 暮らしの安全・安心 
多摩市版地域包括ケアシステムと安全・安心を支える基盤整備 
Ⅲ 世代の多様性を増やす 
子育てしやすい環境の充実と持続発展教育・ＥＳＤ教育の推進 

 
【多摩市の健幸まちづくりに対する考え方は次ページの図の通り】 
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イ）「健幸都市宣言」を制定 
 健幸まちづくりとして目指すべき姿（ゴール）を、多摩市に関わる者全員（市民、

議会、行政、事業者等）で共有するため平成２９年３月に制定。平成２８年８月から

６人の委員で案を作り、パブリックコメントを実施後、議会で議決。現在、開庁日の

正午に庁内で宣言放送、バスの車内に宣言掲示などを行い啓発を行っている。 

 
 

多摩市健幸都市宣言 

多摩丘陵に広がる私たちのまちは、風わたる緑のまちです。 

いつまでもこの地でいきいきと暮らし続けることが私たちの願いです。 

多摩市で暮らす私たちが協力し、健やかで幸せいっぱいの健幸都市 

とすることを宣言します。 

１ おいしく食べてエネルギーを燃やします。 

２ わくわくする心を大事にします。 

３ 豊かな自然を感じてのびのび歩くことを楽しみます。 

４ 世代を超えて人と人との絆を深めます。 

５ 自分を大切にして声をかけ合いゆっくり心と体を休めます。 

たくさんの緑に囲まれ 

まちを歩けば 

しあわせに出会えるまち 
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ウ）「健幸Ｓｐｏｔ」を開設 
 市民の健康管理を応援するために、「健幸Ｓｐｏｔ」を平成２９年３月に開設。「健

幸Ｓｐｏｔ」では、筋肉量・体重・血圧といった自分の体の状態や、健康に関する情

報を知ることができる。現在市内５カ所に設置されている。視察においては、永山駅

に近い商業ビルの中に設置された「健幸Ｓｐｏｔ」（半年で約３０００人が利用）を見

学した。 
無人スペースに体組成計、血圧計を設置、市民一人一人の健康宣言を掲示板に掲載、

食育や健幸に関するシンポジウムの案内などの啓発チラシが設置されていた。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 推進体制 
 すべての部署が健幸まちづくりを担当するが、推進の核となる部署は、“健幸的な生

活の獲得支援”は健康福祉部、くらしと文化部（市民協働）、健康推進課と保険年金課

（データヘルス）、“暮らしの安全・安心”は健康福祉部、福祉総務課（福祉連携）で

あり、更に健幸まちづくり政策監、健幸まちづくり推進室が予算を含めた総合調整を

行っている。 
 また、経営会議等において全庁横断的に共有・検討し、健幸まちづくりを推進して

いる。 
 
【多摩市の健幸まちづくりの推進体制は次ページの図の通り】 
 

京王永山駅付近の健幸Ｓｐｏｔ 
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多摩市健幸まちづくり －推進体制

■ すべての施策を貫く取組の方向性である「健幸まちづくり」 

 

市長 副市長

企画政策部長

総務部長

市民経済部長

くらしと文化部長

子ども青少年部長

健康福祉部長

福祉総務課

生活福祉課

健康推進課

保険年金課

高齢支援課

介護保険課

障害福祉課

健幸まちづくり推進
室

都市整備部長

環境部長

健幸まちづくり政策監

シティセールス政策監

教育部長
教育委員会 教育長
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※参考 
「多摩市健幸まちづくり基本方針 ～健幸都市・多摩の創造に向けた、まちぐるみの取

り組みの基本方針～」より、基本的な考え方等、生駒市に取り入れられるものを抜粋 
１ 健幸まちづくりの意義 

「誰もが健康で幸せに過ごせるまち＝持続可能なまち」 
人生を健康で幸せに全うすることは全市民の願いであり、市民が健康であることは医

療費・介護費の抑制につながり持続可能な都市の実現につながるとの考えのもと、第 5
次総合計画・第 2 期基本計画ですべての施策を貫く取組の方向性の一つとして、だれも

が生涯を通じて健康で幸せに過ごせるまちを築こうという取組を「健幸都市（スマート

ウェルネスシティ）・多摩の創造」とした。 
２ 健幸まちづくりが目指す方向性・目標 

「世代の多様性があり、だれもが健幸」 
 健幸都市実現に向けた課題は高齢者急増への備えであり、実現した健幸都市を維持す

るための課題は若い世代の流入と定着の促進。多様な世代が交流し合い、いきいき暮ら

す町となる必要あり。 
３ 健幸の定義 
健幸・・「健康」と「幸せ」の両方が備わり、自分らしく毎日いきいきと暮らしている

状態。 
健康・・維持しうる心身機能を、必要に応じて適切な支援（医療・介護・生活支援等）

を受けながら、維持または向上させている状態 
幸せ・・自己肯定感を持って主体的に行動している状態 

４ 健康まちづくりの体系 
①健幸を実現する要素 

 健康を実現する要素・・健康的な生活習慣の獲得と適切な支援の享受 
 幸せを実現する要素・・学びの機会や人との交流 
 健幸実現のための市民の参加・・３つの参画の仕方 
  ・自分を大切にし自分自身を健幸にする。 
  ・家族や友人など周りの人を健幸にする（健幸情報伝達、健幸的な行動に誘う） 
  ・健幸まちづくりの事業企画・実施 

②健幸まちづくりの体系-３つの柱 
 健幸的な生活の獲得支援・・意識啓発（食育・運動・死生観の獲得など）と環境づく

り 
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４ 今後の課題について 

平成２９年３月に基本方針を策定し

取組を進めている。今後基本方針に示

された指標に沿って定期的に成果を確

認し、見直しが検討される予定である。 
 

 

 

 

 
【地域包括ケアシステムについて（永山モデルについて）】 
１ 経緯 
 多摩市版地域包括ケアシステムは「多摩市健幸まちづくり基本方針」で示された健

幸まちづくりの基本体系三つの柱の中の「暮らしの安全・安心」の一つであり、多摩

市の健幸まちづくりを支える重要な取組である。多摩市は地域包括ケアシステムの構

築に当たりまず地域の状況を知ることが重要と考え、平成２７年・２８年にかけて市

内１０のコミュニティエリアごとに地域ワークショップ「高齢者が地域で安心して暮

らすためのまちぐるみ応援団」を開催。その中で、人口１万３２４７人、高齢者人口

４５０６人（高齢化率３４．６９％）の永山地区は６５歳以上一人暮らし世帯及び６

５歳以上のみで構成される世帯が市全域で一番多く、要介護認定者、要支援認定者も

一番多い地区であり、多摩市内で人という要素から課題の最も多い地区（高齢者が多

くなり地域での支え合いの仕組みが作りにくい）であることがわかった。一方で永山

地区には医療、福祉施設が比較的充実しており、ＮＰＯの活動も盛んに行われ、自治

会組織がしっかりしているといった背景もあり、このことから、まずは、永山地区で

  暮らしの安全・あんしん・・地域包括ケアシステムの確立、安全・安心を支える基

盤整備（道路・公園・防犯・防災対策など） 
５ 健幸まちづくりの展開方針・・市の魅力活用と市民の潜在力活用 
６ 事業・・事業を分類し、市民・NPO・団体・事業者等との協働を推進 
  行政の実施体制・・担当は全ての部署、部署横断的に連携、推進、選択と集中 
７ 検証と改善を実施する 

多摩市での視察の模様 
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地域包括ケアシステム構築を目指すこととした。 
 
２ 内容 

永山地区で地域包括ケアシステムを構築するにあたり、永山地区の住民の意見を聴

くワークショップを開催。ワークショップを通じて永山地区の現状を参加者は次のよ

うに捉えていた。 
 ・見守り・つながりが少ない・・・見守り 
 ・外に出て来れない人はどうしているのだろう（分からない）・・・把握 
 ・家から出て人とつながる場所が必要・・・居場所 
 ・高齢者の生活を高齢者が支えている・・・生活支援 
 ・学校・保育園・幼稚園は何か高齢者との交流など、できることはないかと思って

いる・・・多世代交流 
 ・高齢者は子どもたちとかかわりたいと思っている・・・多世代交流 
 

 

 
 

ア）見守り活動イ）居場所ウ）生活支援エ）多世代交流の４つの課題について、仕

組み作りを行うことに決定。個人情報の壁は行政と共に仕組みづくりを行うことでク

リアする（永山ルールで壁を取り払う）。その中でも市民の優先度の最も高かったア）

見守り活動について優先的に仕組みづくりを行うこととした。 
また、永山地区に不足していた相談機能を拡充するため、中部地域包括支援センタ

ーをＵＲと連携し永山地区の商店街の空き店舗に移転、設置し、医療介護の拠点とし

た。 

 
●視察時に説明を受けた具体的な内容や視察先は以下の通り。 
ア）見守り活動 
㋐高齢者見守り相談窓口の設置 

先述した中部地域包括支援センターを設置し、高齢者見守り相談窓口を置いた。（社 
会医療法人河北医療財団に委託）。市民の意見を取り入れ、市役所や従来の相談窓口

のように来る人を待っているところではなく、住民が訪れやすい場所に設置、窓も

鏡張りにし、気軽に入れる雰囲気づくりに努めた。高齢者見守り相談窓口は市の高

齢支援課から６５歳以上の単身世帯・高齢者のみ世帯の名簿の情報提供を受け（市

（これらの意見を踏まえて） 
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の個人情報審議会に諮問し了承）、名簿登録者の戸別訪問を実施し、緊急連絡先・ニ

ーズ・見守りの必要性と希望の有無等確認。 
 
㋑見守り活動の実施（高齢者見守り相談談窓口が研修、マッチングを実施） 

１）見守りサポーター養成研修を受講した一般市民による緩やかな見守りを実施。 
２）見守り協力員（研修後、見守りを行う）と見守りの必要な人をマッチングした

後、本人の同意が得られた場合に定期的な見守りを実施（平成２９年３月から

実施し、現在１９人が週１回訪問。専門的な見守りより喜ばれることもある。 
３）本人の同意が取れない場合は、地域包括支援センター職員や民生委員等による

守秘義務のある専門的な見守りを実施。 
 
㋒見守り連絡会の実施 
高齢者見守り相談窓口は地域関係者（自治会・民生委員・名店街など）と見守り連

絡協議会を実施している。 
 
イ）居場所・エ）多世代交流 
㋐中部地域包括支援センター 

中部地域包括支援センターは高齢者の居場 
所、交流スペース、相談場所となっている 
ことはもちろんのこと、公園やグラウンド 
に近接しているという場所の特性上、トイ 
レを借りに来る子どももいる等、子どもや 
障がい者も来所し多世代交流が生まれてい 
る。また、地域の人が窓口に来たり、介護 
予防教室に参加するようになといった地域 
住民の居場所づくりにもなっている。 

 
㋑福祉亭 

高齢者から子育て世代までの様々な年代の 
居場所づくりを行っている。食事の提供や、 
各種イベント、市民講座等を行い、市民が 
集う場を提供している。また参加者が囲碁、 

中部地域包括支援センター 

福祉亭 
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将棋、麻雀などを自主的に行う等ふれあいの場になっている。 
 
ウ）生活支援 
㋐ネコサポ 

ヤマトグループ、ＵＲ都市機構、多摩市の 
連携により、多摩ニュータウンに住む方々 
への買い物サポートや掃除などの家事サポ 
ートを行う。ネコサポステーションでは荷 
物の集荷や受け取り、買い物・家事サポー 
トサービスの注文までを担う新たな拠点と 
なっている。多摩市の市報や NPO・地域や 
企業のお知らせ、生活にまつわる相談も受 
け付けており、この付近に住む方々の立ち 
寄り所として利用できる。 

 
３ 課題と今後の取組 

見守り活動の仕組みづくりを優先課題として取り組んできたことから、居場所づく

り、生活支援、多世代交流といった課題については今後検討していく必要がある永山

モデルワークショップについては情報交換の場として引き続き定期的に実施する。 
 
ア）見守り活動 
他の地域に関する実態把握、定期的な見守り活動、見守り協力員等との定期的な連絡

会の開催、見守りサポーター養成講座の受講による緩やかな見守りを広めることを継

続して実施。 
 
イ）居場所・ウ）生活支援・エ）多世代交流 
日常生活圏域に一人プラス市全体として一人の生活支援コーディネーターを配置し、

今後人数を増やす予定。生活支援体制整備を行いながら、課題を検討していく。 
  

ネコサポステーション 
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② 町田市 
【町田市の概要】 

 東京都の南西部で多摩地域の南部に

位置する人口約４３万人の住宅都市で

ある。町田駅を核とする中心市街地は、

首都圏有数の商業拠点で、周辺地域か

らも多くの人が集まる。交通利便性に

恵まれ、物流・交通の要衝を担う。ま

た、里山や田園風景が残るみどり豊か

な丘陵地も抱える。 
 
【視察項目】 
【認知症対策について】 
１ 経緯 
 町田市では２０１３年の認知症高齢者の推計数は約１万４千人で６５歳以上人口の

１３．９％、７人に１人が認知症と推計される。また、２０２５年には認知症高齢者

は約２万３千人（１９．５％、５人に１人）に増加すると推計され、積極的な認知症

対策に取り組んでいる。 
 
２ 内容 
 町田市は４つの生活圏域に分かれており、１２カ所の地域包括支援センター（＝高

齢者支援センター：町田市では対象者や役割をわかりやすくするため高齢者支援セン

ターとしている）を設置している（業務委託）。また、２０１７年４月現在、町田市に

は５３名の認知症地域支援推進員【市職員４名、地域包括支援センター４７名（兼務）、

認知症疾患医療センター２名（兼務）】（本市は６か所の地域包括支援センターに４名）

が、相談窓口業務、認知症初期集中支援チーム事業、認知症ケアパスの普及、D カフ

ェの開催、認知症ケアに関わる多職種協働研修の推進などに関わっている。（次ページ

の図参照） 

町田市での視察の模様 
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町田市の認知症施策全般については下図のとおりであるが、その中から、認知症相

談体制、見守り、初期の支援体制、認知症ケアパスについて説明を受けた。 
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ア）認知症電話相談 （対象：市民、介護関係者） 

 ２０１３年３月から実施。相談時間は平日９時～１７時、土曜日９時～正午（祝祭

日、年末年始除く）。市内認知症疾患医療センター（鶴川圏域の鶴川サナトリウム病院）

に委託しており、精神保健福祉士が対応を行う。 

相談件数は２０１３年度１８４件、２０１４年度２７１件、２０１５年度２４８件、

２０１６年度３４９件と増加している。 

 

イ）高齢者安心キーホルダー事業 

 ２００９年から開始。地区の高齢者支援センターに高齢者の氏名、住所、緊急連絡

先などの情報を事前に登録しておき、万が一外出先で突然倒れたり、自己に遭遇した

場合高齢者支援センターから家族に連絡が入る。２０１６年度の登録数は２２７９件。

２０１６年度末登録累計は１万６９６４件（認知症以外の高齢者も登録） 
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ウ）もの忘れ相談事業（対象：認知症当事者、認知症高齢者を介護している家族） 

 ２００３年から実施。市内１２か所の高齢者支援センターで毎月１回開催。年間１

４４回開催。 

 認知症地域支援推進員が相談窓口や訪問等により相談対象者を把握し、情報を収集

し、相談を紹介し、相談予約を入れる。認知症専門医や認知症サポート医（町田市医

師会・認知症疾患医療センターが協力）が相談を実施し、必要に応じて専門医療機関

を紹介する。相談終了後、必要時、認知症地域支援推進員がモニタリングを行う。 
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エ）高齢者見守りネットワーク事業 

㋐高齢者見守り支援ネットワーク 

町内会・自治会が中心となって行う見守り活動。町内会・自治会や高齢者支援セン

ター等によるネットワークを構築し見守りを行う。町内会・自治会等を対象に研修

会（年２４回）・交流会（年１回）を開催し、情報共有を行っている。 

 

 

㋑あんしん連絡員 

地域に住む高齢者の方を見守るボランティア。あんしん相談室や高齢者支援センタ

ーに登録を行う。 
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㋒見守りネットワークまちだ（事業者との連携） 

市内で活動する民間協力事業者と警察、市が連携し地域に住む高齢者を見守るため

のネットワーク。現在、登録５２８業者と連携（歯科医師会１５０、薬剤師会１１

５と連携）。登録業者にはステッカーやのぼりを配布し、何かあれば市に連絡をする。

登録業者にはステッカーやのぼりを配布している。連携をお願いしたい事業者へは

町田市が訪問し連携を依頼、市のＨＰでも募集している。 

 

 

オ）あんしん相談室（町田市が委託） 

 市内１２カ所に設置。高齢者支援センターのブランチ型の相談窓口。高齢者支援セ

ンターと連携してあんしん相談室で高齢者に関する相談を受け付けている。相談時間

は月～土 ８時３０分～１７時 （緊急時対応あり） 

 

カ）初期集中支援チーム事業 ス１６～１９ 

 ２０１３年度から町田市医師会・精神部会と調整を行い、２０１４年度に４チーム

を立ち上げ、２０１５年度から本格実施。訪問支援対象者の把握、情報収集、アセス

メント、訪問、チーム員会議を経て初期集中支援を実施。チームは６カ月訪問し支援

を終了、地域包括支援センターに引き継ぐ。２年間で１０３名（２５７件）を訪問、

約６割が受診に繋がり、やや改善以上の評価を得た。 
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キ）認知症ケア多職種研修（認知症ライフサポート研修） 

 認知症ライフサポートモデルの概念に基づき進められる多職種（医師、歯科医師、

訪問看護師等）による研修。目的は多職種が出会い、それぞれの専門性や認知症ケア

における役割、機能などを相互に理解し、認め合うこと及びチーム作りを体感するこ

と。 
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ク）認知症ケアパスの作成  
認知症ケアパスを盛り込んだパンフレット「知って安心認知症」を２０１５年４月

に発行。一般の方に分かるように、イラスト等を用いて楽しく、分かりやすく、手に

とって見たくなる内容で作成。ほほえみ街道＝認知症になっても、いろいろなサービ

スが利用でき、安心して地域で暮らしていける、楽しく生活できることを認知症の当

事者や家族に伝えることが目的。 
 
※認知症ケアパスとは 
認知症を発症したときから、生活機能障害の進行にあわせて、いつ、どこで、どのよ

うな医療・介護サービスを受ければいいのかを予め標準的に決めておくこと（２０１

３年７月厚生労働省） 
 
下図は「知って安心認知症から一部抜粋」 
※町田市のホームページからも見ることが出来ます。 
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【D カフェの取組について】 
１ 経緯 
 厚生労働省が２０１５年１月に発表した認知施策推進総合戦略（新オレンジプラン）

に、認知症カフェを「２０１８年度からすべての市町村で地域の実情に応じて実施す

る」という目標が記されたことから、町田市では２０１５年にＤカフェの取組をスタ

ートさせた。 

 
２ 内容 
【２０１５年度】（スタート） 
ア）他市の取組（２０１４年 ４１都道府県２６３市町村で実施：実施率１５．１％）

や認知症当事者の声の聴取 

＜認知症当事者の声＞ 

・ただのお茶のみ場には興味がない ・仲間を作りたい ・世代を超え交流をしたい 

・社会とつながりを持ち役に立つ実感を得たい→地域貢献 

・正しい理解をしてほしい 

→早期診断は早期絶望。介護サービスが必要でない認知症診断直後の当事者や家族 

の不安感などを理解してほしい。 
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認知症当事者の声を聴き、現状の地域の資源は認知症を支える側の視点に偏りがち

であるが、『見守られるより、自分にできることで地域貢献をしたい』と当事者は考え

ているのではないか、そのために当事者の参加を促すのは、当事者が企画し実行する

ことである。 

 

『当時者が企画し実行する全く新しい「認知症カフェ」⇒Ｄカフェをつくろう！』 

（Ⅾ-cafe のⅮは dementia(認知症)dybercity(多様性) dear(親しみ)から) 

 

イ）２０１５年度のＤカフェ（町田市全域のカフェのあり方を示すパイロット事業） 

テーマを設定し、４か所で開催。当事者の思いを取り入れたロゴを作成。 

計４回の実施で参加者数１５７名、参加者の満足度９７．３％、参加意向８６％（ア

ンケート結果） 
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ウ）見えてきた課題 

当事者が企画から参画することで当事者が主体的に参加し、自分ゴト化した点は良

かったが、地域貢献＝地域活動のお手伝いではなく、自分たちにしかできない地域貢

献をしたい。自分たちにしかできない地域貢献とは、認知症の初期で自信を取り戻せ

ていない人に自分の体験を伝えること、自分たちの取組を知ってもらうことである。 

⇒まだつながりのない、多くの認知症初期の当事者にアプローチする 

⇒２０１６年度Ｄカフェのコンセプトは『より多くの「これからの人（認知症初期当

事者）」との接点づくり』 

 

【２０１６年度】（地域のカフェへ） 
ア）スターバックスコーヒー等で４回開催 

当事者と学生、事業者、演奏家などでイベントを開催。当事者の体験談を語ったり、

コーヒー講座、演奏会、学生とのミニワーク等を実施。参加総数は４１５人（前年度

１５７人）、うち当事者は８１人。第１回のスターバックス町田金森店での開催時には

当初想定を大きく上回る参加者 
 
【２０１６年度のＤ－café の模様】 
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イ）カフェコンセプトブック案作成 
これから認知症カフェを立ち上げる方の為のコンセプトブックの作成。 

 

ウ）D カフェの反響効果 
 当事者：集まる場所の増加（本人会議が１か所から４か所に増えた）、外出を避けて

いたが D カフェに参加し、自信を取り戻し、発信する側になった。 
 家族：家族同士の相談場所にもなった。家族間の交流の場に。 
 地域：開催店舗で認知症サポーター養成講座開催、店舗のスタッフがサポーターに

なった。 
 Ｄカフェ以外の認知症カフェが９か所から１３か所に増えた（D カフェがきっかけ

となり独自の認知症カフェの立ち上げに繋がった） 
 
エ）見えてきた課題 

２０１６年度はイベント化していた為、本人、お店側にも大きな負担になり、多く

の回数実施することが出来ない。負担を減らし、継続的に実施できる体制にすること

が必要。 
 
【２０１７年度】（“特別”な場所から“日常”の場所へ） 

市内のスターバックス全店舗（８店）で毎月“D カフェの日”を設定し、企画側と

して、初期当事者１人とファシリテーター１人（認知症フレンドシップクラブに委託）
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が参加。店舗内のテーブルを D カフェ用として確保（１０人程度）、当事者や家族だ

けでなく市民も利用する。当日は D カフェの看板を挙げ、自由に参加してもらう。事

前の登録等は不要。平成２９年１０月から開始し、８店舗全体で９０名の参加。 
 
【スターバックス町田金森店店長 林 健二さんから話を伺った内容】 

 
ア）スターバックス町田金森店がＤカフェに参加した背景 
 スターバックスにはブランドのコンセプトの１つに「人々の心を豊かで活力のある

ものにしてゆきたい」が掲げられており、は企業の社会的貢献に積極的に取り組んで

いる企業であり、「コミュニティコネクション」という考え方がある。「コミュニティ

コネクション」とはそれぞれの店舗が出店している地域や地域の人々とのつながりや

地域への貢献の仕方を考えるというものであり、町田金森店の店長として町田市や町

田の人々とのつながるという視点でＤカフェに参加した。 
 
イ）D カフェへの参加について 

カフェスペースでＤカフェを行うことのメリットは、介護施設や市役所庁内会議室

での実施と違い、堅苦しさがなく、ざっくばらんな雰囲気の中でネガティブにならず

に話が出来ること。また、参加者にとって敷居が低くなり、気軽に参加が出来ること

である。さらに、認知症の無関心層への啓発も支援できることである。 
認知症になったことで出来ないことに目を向けるのではなく、出来ることに目を向

けて新たなコミュニティを形成する場としてカフェが適しているのではないかと考え

る。 
一過性のイベントではなく日常の場になっていくことが望ましいと考える。認知症

を一つの個性と捉えて、社会の受容度、寛容度を高めるお手伝いを民間の立場から出

来たらと考える。結果的に優しく受け入れるまちづくりにつながるのではないか。 
午前１０時から１２時の閑散期の時間帯にＤカフェを行うことで、営業に特に差支

えがあるわけではない。 
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（４） 視察を踏まえての委員の意見・考察 
①多摩市 

Ａ委員 
●永山地区の商店街の空き店舗を利用しての取組は、斬新であった。 
●市・ＵＲとヤマトグループの連携で店舗を確保。「ネコサポ」は、買い物代行や家事

サポートを提供。ＮＰＯ法人が市民の「憩いの場」を提供し、その市民の活動を通

じて行政が健康づくりの実践を行う。行政・市民・事業者の複合的な取組が、それ

ぞれに有機的に関わりながら地域に根づいた活動がおこなわれている。 
 
Ｂ委員 
●担当課だけで企画立案し事業展開するのが通常多いのが現状だと思われるが、それ

では真の目的には届き難く、また他の部署で似通った事業を実施してしまうと、そ

こに無駄が生じることにもなる。多摩市では目的意識をしっかり持ち、目標を達成

させるためには他の部署との連携が、不可欠だと考え、市全ての部署の予算編成時

に市が掲げている『健幸まちづくり』との繋がりをプレゼンすることで、それぞれ

の事業とリンクされ連携が図れる仕組みが大切だと感じた。また、その連携は庁内

だけにとどまらず、市民（ＮＰＯ・各団体・事業者・大学等）との連携も構築され

ている。 
●課題は、既存の民生委員さんと市民の方のボランティア（見守り等）とのすみわけ

が懸念されること。 
●本市としても、市全体で一本の柱を立て、庁内全てがその柱の元、様々な事業を展

開するシステムに変えて行く事が、今の時代大切だと思う。そうすることで、無駄

も削減され、各事業の目的・目標の実現に近づけると思う。 
 
Ｃ委員 
【健幸まちづくり】 
●健幸まちづくりの取組は、市長発意・市長主導による施策として、総合計画の柱に

位置づけられ、福祉・保健分野のみならず、多くの行政分野を横断する取組が展開

されている。 
総合計画では「健幸都市・多摩の創造」が全ての施策を貫く取組として位置づけら

れ、健幸都市宣言、健幸まちづくり基本方針を策定するとともに、予算査定時に健

幸まちづくりとの関係性がチェックされ、さらに関係計画の改訂が進められるなど、

計画的、体系的な取組が進められている。 
庁内にあっては、健幸まちづくり推進室が調整役となり、関係各課をつなぎ、総合

的な施策推進が図れる体制が整備されている。 
結果として分野横断的な施策の立案、事業実施が可能となり、事業効果拡大の可能

性を高めている。 
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例えば、ノルディックウォーキングは、健康増進、スポーツ振興だけでなく、都市

基盤整備、観光振興、シティセールスなどの様々な分野における事業効果を期待し

て横断的に進められている。本市にとって、超高齢社会に向けたまちづくりは喫緊

の課題であり、福祉、健康、生きがいを主題とした多摩市の取組は参考となる。特

に、このような分野横断的な施策を進めるためには、施策を貫く理念の明確化、首

長の強い意志とリーダーシップに基づく体制づくり、体系的な取組が不可欠である。  
●健幸まちづくりは、行政だけでなく、市民、ＮＰＯ団体、事業者、大学等の様々な

主体が連携、協働して行うまちぐるみの取組と位置づけられている。既に、多摩大

学、ファンケル、多摩市の連携による各種事業が行われるなど、産学官連携による

取組事例も見られる。 
生駒市では、既に帝塚山大学、近畿大学と連携協定を結んでおり、今後、民間活力

の導入という観点から、市のまちづくりの理念に賛同する事業者を市の内外に広く

求め、産学官連携によるまちづくりに取り組むことも検討すべきである。 
 
【地域包括ケアシステム（永山モデル）】 
●多摩市では、地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域住民を交えたワークショ

ップ等を実施し、地域の問題、課題を抽出し、課題解決に向けて全市的に取り組む

べき施策と各地域において取り組むべき施策が検討された。その結果、高齢者数の

多い永山地区において、福祉系施設ＮＰＯ、医院などの集積はあるものの、相談機

能が不足していることから、見守り相談窓口が開設された。 
当該見守り相談窓口は、人が集まる場所に立地し、設計に地域ニーズを反映するな

ど、地域住民にとって行きやすく利用しやすい場となっている。 
このように、地域住民が主体となった、地域を基本とした取組は、今後本市におけ

る地域包括ケアシステム構築の参考となるものであり、特に、自治会や市民自治協

議会の活動と関連付けながら展開していくことの重要性を示唆するものである。 
●見守りの仕組みを展開する中で、障がい者や子どもが協力員になり高齢者の家庭を

訪問するなど、世代間交流が活発化し、高齢者が外に出るきっかけづくりにつなが

っている。今後も見守り活動を通じた多世代交流の推進が予定されている。 
このように、地域における世代を超えた見守りの体制づくりは、高齢者も子どもも、

健常者も障がい者も、全ての住民が役割を持って、相互に助け合えるコミュニティ

の形成につながるものであり、福祉からまちづくりへの展開の方向性として捉える

ことができる。 
●以上のような地域ベースの取組を進め、根ざしていくに当たり、保健師などの専門

職が地域に入り込み、リーダーシップを取りつつ、地域の住民や事業者をつなげて

いくことがポイントとなっている。 
また、分野横断的な取組を進めるため、生活支援コーディネーターの存在も重要と

なっている。 
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このように、地域ベースのきめ細やかな取組を推進するためには、地域単位での専

門職（人材）の配置が不可欠である。 
●永山地区において、ヤマト運輸が高齢者に対して様々な生活支援サービスを展開す

るサポートネコサポステーションを試験的に開設している。事業者にあっては、地

域特性、サービス需要の動向などを踏まえ、今後の事業展開の方向性が検討される

こととなる。 
行政においては、中長期的には、このような民間事業者の参入も視野に入れつつ、

官民連携による高齢者の生活支援の体制づくりを検討する必要がある。 
 
Ｄ委員 
●１０年後の本市を思うと、多摩市の取組・課題は大いに共通すると思う。本市も、 

・寿大学、生涯学習支援、老人会等の各種元気の継続を図る取組等 
・交通手段の改善、シルバー人材センターの推進等 
・防災組織づくり、子育て環境の充実、医療連携等 

それぞれ成果を上げているが、将来に向けた体系化が必要と思う。そうすることで、

何でもかんでも取り組むのでなく、政策が深く、太いものになる。NPO や一般企業

との連携も視野に入れ取り組むとより成果が期待できる。 
 
Ｅ委員 
●多摩市と本市は人口、緑が多く高低差の大きい地形、住宅都市として発展してきた

点など類似点が多く参考にできることが多々あると思われた。 
●多摩市は多摩丘陵に広がる住宅都市で、緑が多く、市民一人当たりの市立公園面積

は東京都２６市中１位と広い、エレベーターの無い集合住宅が多く、歩車分離・歩

道が整備されていることから、元気高齢者が多く介護保険料が低く抑えられており、

本市の介護保険料より安くなっている。 
●本市の歩道については狭い、でこぼこが多い、途中で途切れていて危ないなどの声

がある。一方、健康づくりの観点からウォーキングマップの作成やいこマイウォー

キングクラブＰＲに努めている。ウォーキングマップやいこマイウォーキングは高

齢者には負担が大きいと思われるが、歩道を整備し、外出しやすくなるような取組、

歩道のバリアフリー化など、環境を健康づくりにつながるように変えていく取組が

重要と思われた。 
●多摩市の「多摩市健幸まちづくり基本方針～健幸都市・多摩の創造に向けた、まち

ぐるみの取り組みの基本方針～」の基本的な考え方に共感を覚える。取組の方向性、

健幸まちづくり政策監を置き、健幸まちづくり推進室が予算を含めた総合調整を行

っている点など、本年度の委員会のテーマを考えるうえで非常に参考になると思わ

れた。 
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 今後のまちづくりには高齢者の医療や介護・予防・生活などに着目した施策抜きで

は持続可能な行政運営を行えない。本市においても、全課が関係する健康や福祉の

視点からのまちづくりを統括する人材の配置や推進の核となる部署の設置を検討す

べきと考える。 
●本市においても地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築をめざす取組が行

われているが、まだ、地域は限られている。多摩市のような市内１０のコミュニテ

ィエリアごとのワークショップは行われていない。また、永山ルールという自分た

ちのルールを決めて解決する取組は先進的。高齢者見守り相談事業（相談窓口、見

守り協力員）、ネコサポ、福祉亭などに学ぶ取組の導入検討を担当部署に求めていき

たい。 
 
②町田市 

Ａ委員 
●認知症ケアパスの取組は、自らが早期発見し、自覚をすることで進んでケアを受け

ることを促す点で優れている。 
●Ⅾカフェは、スターバックスコーヒーの会社理念のなかで「社会への貢献」が大切

とされている。認知症カフェの取組が上手くこれとコラボ出来たと言える。 
 
Ｂ委員 
●なによりもスターバックス町田金森店の林店長の熱い思いに感激した。そんな店長

が居たから、Ｄカフェが実現できたとは思いたくはない。なぜなら、そのような店

長が居ないとできないとなってしまうからだ。当初認知症等に関心の無かった店長

に関心を持ってもらうように進めた職員の方の熱い思いもありＤカフェが実現でき

たのだと思う。 
●町田市も多摩市同様に、多くの方々（認知症本人・事業者・大学生・市民等）との

連携を図り事業を進めていることが大切である。 
●認知症本人が参画してのＤカフェだからこそ、当人に優しく、楽しみにされるカフ

ェが実現していると思う。きっと認知症の方も認知症の進行が抑制されていくよう

に感じるのではないか。 
●店長が最後に言われていた言葉で「一過性のイベントで終わることなく、イベント

では無く長く継続していくことが大切である」はその通りだと思う。 
●本市でも認知症の方を特別扱いするのではなく、認知症の方と一緒に事業を進めて

いく姿勢を持つことが大切なのではないかと思う。また様々な事業者にも熱心に働

きかけていくことが必要であると思う。 
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Ｃ委員 
【認知症対策】 
●町田市では、認知症の早期発見に向け、電話での相談窓口、１２の高齢者支援セン

ター（地域包括支援センター）、１２のあんしん相談室（センターのブランチ型相談

室）を設置し、いずれも専門職により月曜から土曜日まで対応を行っている。また、

平成２６年度からは医療機関が初期集中支援チームを開始するなど、早期発見、早

期対応に向けた体制が充実してきている。 
本市においても、初期集中支援チームを設置し、物忘れ相談事業を実施しているも

のの、物忘れ相談事業に関しては月に１回、１日３件程度の対応しかしておらず、

今後、身近で随時相談できる仕組みづくりが求められるところである。 
●町田市では、高齢者見守りネットワークは、町内会・自治会、市内事業者に協力依

頼し、参加団体・事業者の拡大を進めているところである。 
本市においても、地域での見守りを強化するために、認知症サポーター養成講座を

開催するなど、人材養成に取り組んでいるものの、自治会等を単位とした地域的な

活動に繋がっていないなどの課題があることから、今後、町田市のような研修会や

交流会などを通じたネットワーク形成に向けた取組が求められる。 
●見守りのツールとして、町田市で実施している高齢者あんしんキーホルダー事業は、

情報管理の面からも有効であり、本市においても同様のツールの開発が望まれる。 
●町田市の認知症ケアパスは、どのような状態になった場合にどのような支援サービ

スが利用できるのかを、市民に分かりやすく解説することを目的に、市民目線で作

成されている。 
本人、家族の気づきによる早期発見が重要であることから、本市においても、市民

が使えるツールとしてケアパスを作成することが望まれる。 
 
【D カフェ】 
●町田市が展開している認知症カフェ（D カフェ）は、当事者が主体となり企画・運

営する、誰もが参加できるよう身近なオープンな場を設定する、産学官が互いに資

源（人材、空間等）を持ち寄り連携して実施する、といった特徴を持つ。 
特に、町田市では、スターバックスがＣＳＲの一環として参加・協力することで、

カフェの空間を、より市民に親しみやすく身近なものにしている。事業者にとって

は閑散時の顧客確保など、経営面でのメリットもある中での事業協力となっている。 
この事業において、行政の主な役割は、初期段階での事業のプロデュース、イベン

トを含むＰＲ事業、事業の継続に向けた支援となっている。 
また、これまでの取組実績、効果を踏まえ、市がコンセプトブトブックを作成し、

様々な主体が同じ方向性をもって D カフェ事業に取り組むことが目指されている。 
本市では、現在、福祉事業者等による２箇所（各１回/月）の認知症カフェが開設さ

れているところであり、カフェ事業がより効果的にかつ広がりをもって展開できる
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よう、町田市の取組の特徴、成果を参考としながら、カフェ事業の展開方法、行政

の関与のあり方を検討することが求められる。 
●認知症カフェは、認知症の方々、その家族、その方々を取り巻く地域の方々が交流

し、連携、協力の関係を作り、様々な取組につながる場となっている。このことか

ら、カフェという場づくりが認知症だけでなく、子育て、介護を始め、様々な暮ら

しの問題へのコミュニティベースのアプローチの手法として有効であると考えられ

る。そこで、今後は、福祉と健康のまちづくりに係る様々なテーマのカフェ事業の

可能性を探ることが望まれる。 
 
Ｄ委員 
●行政が認知症の方、その家族の立ち位置まで考えた末に現場での実践例として D カ

フェを行っていることを目の当たりにし、感激した。 
●コミュニティ・コネクションを方針とするスターバックスとの連携は行政担当の現

場密着の大きな成果である。 
●話を伺ったスターバックスの店長の熱い思いは、今まで何とはなく利用していたス

ターバックスを再認識した。現在、生き残りをかける民間企業はスターバックスに

限らず明確な方針のもとに事業を展開している。この視点で本市にあった企業・Ｎ

ＰＯと連携することも必要ではないか。 
●本市は自治会・介護施設・教育機関等がある。大いに期待できる思う。 
 
Ｅ委員 
●町田市では早くから認知症施策に取り組んでいて、非常に学ぶところが多かった。

本市には介護者家族の会はあるが認知症を支えるＮＰＯなどの団体はないように思

う。町田市ではＮＰＯが認知症本人の気持ちを受け止め活動されていて、ＮＰＯの

果たす役割が大きいと思われた。 
町田市には入院できる病院が４カ所あり、認知症に対する医療提供体制が充実して

いるように思われた。本市では認知症サポーター医が少ないと受け止めている。認

知症に関する医療相談体制、提供体制と認知症患者の関係はどのようになっている

のか、生駒の実情を知る必要を感じた。 
●高齢者安心キーホルダー事業、高齢者見守りネットワーク事業は生駒市の状況と照

らし合わせて必要な場合は導入を検討して貰いたい。 

●あんしん相談室（高齢者支援センターのブランチ型相談窓口）を１２か所設置され

ていた。高齢者支援センターが１２カ所、あんしん相談室１２カ所の計２４カ所が

相談窓口となっている。本市は６か所の地域包括支援センターが相談窓口となって

いる。両市の人口から割合を比較すれば本市の方が相談窓口がやや多い（町田市約

４３万人、生駒市約１２万人）と言えるが、ニーズによっては町田市のようなブラ

ンチ型相談窓口の導入検討も必要と考える。 
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●認知症電話相談 
病院を受診されない認知症の方を初期の段階から治療につなげよう、当事者や家族

の不安を取り除こうと、平日に加え土曜午前中も実施されている。２０１３年度か

ら実施。本市では今年度から認知症地域支援員を地域包括支援センターに配置し、

電話相談を行っているが、現在は４センターへの配置に留まっている。本市におい

てもニーズによっては町田市のような施策も検討して貰いたい。 
●物忘れ相談事業（生駒市では直営で実施中）、初期集中支援チーム事業（生駒市でも

実施中）は、いずれも国の示す方式に沿って、地域で実施中であった。 

●本市の認知症ケアパスは専門職向けである。今後は本市においても、町田市のよう

な市民向けのケアパスが必要と考える。明るいイラスト入りで、市民にも理解しや

すい説明になっている。特にＰ７、Ｐ８「自分でできる認知症の気づきチェックリ

スト」はどの時点で医療機関を受診したらよいかわかりやすいので、早期受診・早

期対応につながると思われた。また、様々な段階でどのようにしたらよいか丁寧な

説明がある。本市においても、市民向けには、ケアパスを開くと安心につながるよ

うなパスの作成が望まれる。 
 
【D カフェの取組】 
●生駒市には認知症カフェが２カ所ある。ちょぼらカフェに行ったことがあるが、町

田市の D カフェとは内容が全く違っていた。町田市の事業者も巻き込み、認知症の

初期の方の不安を取り除こうとする取組は素晴らしい。事業者（スターバックス）

の D カフェを引き受けに至った思いは本市の事業者や認知症の方にも知ってもらい

たい。非常に詳しく説明いただいた。認知症当事者の思いを伺ったうえで生駒市で

の取組も検討してほしい。 
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（５） 最後に 
 多摩市、町田市の視察を通じて、本市における「健康と福祉の視点からのまちづく

り」を考えるうえでの留意点や本市において今後取り入れを検討すべき点などをとり

まとめた。 
 
（１） 健幸まちづくりの取組について 

本市にとって、超高齢社会に向けたまちづくりは喫緊の課題であり、高齢者の医療

や介護・予防・生活などに着目した施策抜きでは、持続可能な行政運営は行えないと

思われる。福祉、健康、生きがいを主題とした多摩市の取組は参考となる。特に、こ

のような分野横断的な施策を進めるためには、施策を貫く理念の明確化、首長の強い

意志とリーダーシップに基づく体制づくり、体系的な取組が必要と思われる。 
 また、行政だけでなく、市民、ＮＰＯ団体、事業者、大学等の様々な主体が連携、

協働して行うまちぐるみの取組が重要であり、まちづくりの理念に賛同する事業者を

市の内外に広く求め、産学官連携によるまちづくりに取り組むことも検討すべきと思

われる。 
 
（２） 地域包括ケアシステムの構築 

 多摩市が実施しているように地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を目

指す取組として、地域住民を交えたワークショップ等を実施し、地域の問題、課題を

抽出し、課題解決に向けて全市的に取り組むべき施策と各地域において取り組むべき

施策の検討が必要と思われる。 
 多摩市の永山モデルで示された地域住民が主体となった取組は地域包括ケアシステ

ムの構築において、自治会や市民自治協議会の活動と関連付けながら展開していくこ

との重要性を示唆するものと思われた。なお、見守り活動においては、民生委員と市

民ボランティア（見守りサポーター、見守り協力員）との役割分担に困難さもある様

である。 
 分野横断的な取組を進めるため、生活支援コーディネーターの存在は重要で、地域

ベースのきめ細やかな取組を推進するためには、地域単位での専門職（人材）の配置

が必要と思われる。また、商店街の空き店舗を利用して、事業者が地域特性、サービ

ス需要の動向などを踏まえ、今後の事業展開の方向性が検討されていたが、行政にお

いては、中長期的には、このような民間事業者の参入も視野に入れつつ、官民連携に

よる高齢者の生活支援の体制づくりを検討する必要があると思われる。 
 
（３） 高齢者や認知症の方の見守り等の施策について 

 町田市で実施中の高齢者見守りネットワーク、見守りのツールとしての高齢者あん

しんキーホルダー事業、あんしん相談室の設置、認知症電話相談などを、本市におけ

る施策の充実検討の際に参考にして貰いたい。 
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（４） 認知症ケアパスについて 

認知症については、本人、家族の気づきによる早期発見が重要であることから、本

市においても、市民が使えるツールとしてケアパスを作成することが望まれる。 
 
（５） 認知症カフェ 

本市においても、認知症カフェの事業がより効果的にかつ広がりをもって展開でき

るよう、町田市の取組の特徴、成果を参考としながら、事業の展開方法、行政の関与

のあり方を検討することが必要と思われる。また、カフェという場づくりが認知症だ

けでなく、子育て、介護を始め、様々な暮らしの問題へのコミュニティベースのアプ

ローチの手法として有効であると考えられる。 
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４ 生駒市における課題について 
生駒市では、現在、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、障がい者福祉計画、

健康いこま２１、保健事業実施計画（データヘルス計画）、特定健康診査等実施計画、

食育推進計画といった個別計画に基づき福祉と健康に係る取組を推進中である。 
このうち、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、障がい者福祉計画、食育推進

計画については、現在計画の改定作業が進められており、平成３０年度から新たな計

画に基づく取組が始まることとなる。 
また、地域包括ケアシステムの構築に関しては、平成２９年３月にロードマップが

作成され、平成３７年度までの取組方針を示すとともに、地域包括ケア推進会議の設

置など推進体制が整備された。現在、このロードマップに基づき関係課連携による取

組が始まったところである。 
健康と福祉をまちづくりの最重要の要素として捉えなおし、健康と福祉に重点を置

いたまちづくりの必要性を認識する立場から、関係課へのヒアリング及び視察を通し

て、現在の取組を踏まえた課題を整理すると以下の通りである。 
 

（１） 保健、医療施策の充実の必要性 

 “まちづくり”は “市民の命が守られている、安心して暮らしていける”状況の確

保の上に様々な取組が加わりそのまち独自の取組が進められる。つまり、まずは、病

気や障がいを早期に発見し、医療・福祉などにより適切に対応できる状況の整備が必

要である。そして、さらに病気の予防や障がいの重篤化を防止するための施策や病気

や障がいを抱えながら自分らしい生活を続けられる施策の充実が必要である。すなわ

ち、健康と福祉の視点からまちづくりを考えるうえで保健、医療施策の充実は欠かせ

ない要素である。 

 本市においては平成２７年に市立病院を開設し、市が市民に対する医療施策に主体

的に関わることができる状況を実現したが、市立病院は、現在、計画目標に向かって

整備・充実を図っている段階である。特定健診、がん検診などの保健施策は病気や障

がいの早期発見、病気の予防につながる方向への市民意識・行動の変様という点にお

いて、市は医療従事者にはなしえない大きな役割を果たすことができるが、未だ、充

分には目標を達成できていない状況である。市民の命に直結する場面の多い救急医療

についても改善されてきたが十分とはいえない状況である。 

 “市民の命を守る、安心して暮らせるまちをつくる”、そしてそれらの土台の基に“健

やかで幸せに暮らすことのできるまちをつくる”という認識のもと保健、医療施策の

より一層の充実が必要と考える。 

 
（２） 地域単位での取組の必要性 

健康と福祉に重点を置いたまちづくりを進めるためには、行政のみでは問題解決が

困難であることから、地域住民の主体的な取組が期待されている。行政においても、
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地域包括ケアシステムの構築に向けて、第２層（小学校区単位）の取組の重要性が認

識されている。 
しかしながら、現状において地域住民の中に福祉、健康に係る問題が地域の課題と

して十分に認識されている状況にはなく、地域の取組を考えるに先立ち、まず我が事

として問題・課題を認識することが重要となっている。 
そのため、ワークショップなどを通じて、地域の問題・課題に対する認識を深める

とともに、主体的な問題解決策を検討する機会を設けるなど、地域単位の活動を促す

ことが必要と考える。 
現状において、小学校区単位での市民自治協議会の設立に向けた取組が進められて

いるものの未だ進捗は遅く、この取組を関係課が連携しつつ加速化していくことが重

要と考える。 
 

（３） 総合的、連続的な取組の必要性 

介護、子育てなど複合的な問題を抱える世帯が増えており、行政にとっては各問題

を個別に対応することが常であるが、市民にとっては、あるいは地域にとっては一つ

の大きな問題として捉えられ、総合的な対応が求められることとなる。そのため、市

民が複数の問題を一括して相談できる窓口や、複数の問題を関係課が連携・協力して

取組める体制が必要となる。 
健康いこま２１やロードマップにおいて関係課連携による取組が示されているが、

未だ個別の取組が列挙されるに止まっており、関係課が連携協力して一つの事業を立

案、実施していくレベルに達していない。そこで、施策の効率的、効果的な展開とい

う観点から、関係課が連携協力して個別施策を統合しつつプロジェクト化するととも

に、このプロジェクトの立案から実施までを行える体制づくりが必要と考える。 
健康づくり、運動の推進について、保健分野、福祉分野、生涯学習分野、学校教育

分野など、分野ごとに、それぞれの目的に合わせた取組が行われている。そのため、

学校を卒業し、社会人になると運動習慣が途絶する人、多様な運動メニューがあるに

も関わらず分野（入口）が変わると周知されないなどの問題が生じる。 
運動習慣を身に着け、生涯を通して維持・継続するために望ましいのは、市民一

人一人が年齢、運動機能、技能、体力、目的（志向）などに応じて、運動機会が得ら

れる環境であり、様々な入口から望む機会に到達できる、一元的に対応できるしくみ

（例えば、分野横断型の組織体制、総合的に紹介できる窓口の設置など）が必要とな

る。 
また、保健、医療、福祉、介護等各分野の連携に目を向ければ、疾病の予防、早期

発見・早期治療、治療と並行した介護や福祉による生活の支援などにおいて、行政と

医療や医療に係る事業者の緊密で良好な連携の構築、医療と医療に係る事業者間の緊

密で良好な連携の構築が必要である。生駒市においてはこれらの連携については、昨

年、医療介護連携ネットワーク協議会を設置し取組を始めたばかりである。住民、患



43 
 

者の目線にたった緊密で良好な連携の早期構築が求められる。 
健康と福祉に重点を置いたまちづくりを進めるためには、行政、地域住民、ボラン

ティア、事業者など様々な主体の取組を活性化するとともに、各主体がその役割に合

わせて相互に支え合える仕組み、体制が必要となる。このことは、下支えする専門職

が不足している中で、地域が自ら支える力を底上げし、限られた人材を有効に活用す

ることにもつながる。 
 

以上を総括すれば、以下のような連続性に配慮したプロジェクトの立案と推進体制

づくりが必要と考える。 
・年齢（乳幼児⇒高齢者）の連続性 
・状態変化（健康状態⇔病気、要介護）の連続性 
・分野の連続性 
・主体（行政⇔地域⇔ボランティア⇔事業者）の連続性 

 
 
（４） 庁内の取組強化の必要性 

総合計画や分野別計画、現在の庁内体制を見る限りにおいて、高齢者や高齢化に伴

う空き家の発生などの各種問題に対峙している分野以外では、少子高齢化が進んでい

くことにより発生してくる将来的な問題、特に今後、健康と福祉がまちづくりの重要

要素となることへの認識は未だ弱く、庁内で共有できていない状況にある。 
まずは庁内で危機意識を共有し、その危機に対して分野を越えて、力を結集して対

応していくことが必要であり、そのためには、トップダウンによる分野横断型の体制

整備、最上位計画である総合計画への位置づけといった庁内の取組強化が最重要とな

る。 
また、健康と福祉については、これまでソフト面の施策が先行してきているが、今後

は移動支援、まちや道路空間のバリアフリー、遊休地・建物の有効活用などハード面

での取組との整合性が求められることから、ソフト、ハードを一体的に考え、取り扱

える体制構築が必要となる。 
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５ 委員会からの提案 
（１） まちづくりの柱として健康と福祉を標榜 

高度経済成長期に市街地が拡大した生駒市においては、健康な若い世帯が活動しや

すいまちづくりが進められてきた。しかし、少子高齢化が進む中、また、かつてのニ

ュータウンから若者が流出する中で、まちの年齢構成が変化し、またライフスタイル・

ワークスタイルの変化も相まって、多様な福祉サービスへの需要が高まり、逐次その

拡充が進められてきたところである。 

今後、後期高齢者の割合が急増する中で、従来通りのまちの在り方で市民が幸せに

住み続けられるのか問われるところであり、今一度まちの在り方を見直し、必要に合

わせてつくり直していくことが必要となっている。 

特に、幸せに住み続けるためには、健康で暮らし続けられること、身体の状態（身

体機能や認知機能の程度）に合わせて必要なサポート（サービス）を受けながら住み

続けられることが基本となる。 

現在進められている地域包括ケアシステムの構築は、このような考え方を実現する

主要な柱となるものの、未だ福祉分野に偏った取組となっており、まちづくり全体に

及ぶ分野横断的な取組に至っていないと考えられる。そこで、「健康」と「福祉」をま

ちづくりの柱として位置づけ、地域包括ケアシステムの構築をも包含するまちづくり

の目標、方針を明確化し、生駒市の政策の柱として掲げ、総力を上げて取り組むこと

が必要となる。 

そのため、平成３０年度に実施される生駒市総合計画の改訂作業において、健康と

福祉を柱としたまちづくりの目標像について検討し、政策の柱として位置づけ、関連

施策を体系化するとともに、例えば、「健幸都市宣言」のように、庁内外でまちづくり

の目標を共有できるよう宣言としてうたい上げることを提案する。 

また、まちづくりの目標、施策展開の方向性をより明確化し、財源確保の根拠とす

るために、宣言に合わせて、あるいは宣言に替えて条例を制定することも考えられる。 

 
（２） 保健・医療施策の充実 

健康と福祉の視点からまちづくりを考える上で保健、医療施策の充実がまず基本と

なる。保健・医療施策の充実は病気の予防、早期発見・早期治療などを通じて幸せに

住みつづけるために必要不可欠であるだけでなく、人口減少、少子高齢化が進展する

社会情勢の中で懸念される税収減や、医療費や介護費はじめとした社会保障費等の支

出増への対策としても重要である。また、今後増加が見込まれる認知症に対し、発症

初期の段階からの医療対応、専門医療機関によるライフサポートにつながる研修の充

実など、認知症との関わりにおいても保健・医療施策の充実が不可欠である。 
生駒市における保健、医療施策の根拠となる計画は、健康増進法に基づいて作成さ

れた第２期健康いこま２１であり、改めて健康いこま２１の重要性を再確認する必要

があるが、現行計画は単なる関係部局の施策の集成となっており、部局連携の施策展
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開につながっていない。 
一方、県においては、保健医療、高齢者福祉及び介護保険、がん対策、スポーツ推

進などの健康長寿を目的とした各種関連計画を総合的・統一的に進めるための計画と

して、なら健康長寿基本計画（健康増進計画を兼ねる）が策定され、分野横断的な計

画（横串計画）として関連計画の上位計画として位置付けられている。 
このような認識のもとに、しかるべき時期に、健康いこま２１を、県における健康

長寿基本計画に倣い、保健・医療・介護・福祉などに関連する施策を統合する計画と

して位置づけることも検討し、関係部局が連携して重点課題を解決し、数値目標を達

成するための取組を検討、立案し、計画として取りまとめることを提案する。 
 

（３） 地域を基本とした取組の強化 

健康と福祉を柱としたまちづくりは、全市的に一律の方法により進められるもので

はなく、地域の特性（人口構成、地理、地形、歴史など）、地域の資源（施設の立地、

団体や人材の存在など）、地域住民の気質や活動状況などにより、異なる方法によって

取り組まなければ進められない。特に、行政の取組だけでなく地域の取組が鍵となる

ことから、地域住民自らが、地域の状況を踏まえ、まちづくりの目標や方針を定め、

取り組むことが必要であり、行政にあっては地域の取組を、時には誘発し、時には指

導し、時には協働し、時には後方支援するといった適宜適切な支援が求められる。 

そこで、小学校区を単位として、「健康と福祉のまちづくり」をテーマとして、住民

が抱く地域の問題や課題、将来のまちの在り方について議論する場として、まちづく

りワークショップを実施することを提案する。 

このワークショップは、市民自治協議会の設置が遅れている地域においては協議会

設置の契機となり、また、既に協議会が設置されている地域においてはその取組を活

性化する契機となることが期待できる。他方、地域包括ケアシステム構築に向けた第

２層の取組強化につなげることも可能となる。 

また、ワークショップで議論し、とりまとめられた結果に基づき、行政の大きな施

策の考え方と整合させながらまちづくり計画（あるいはビジョン）として取りまとめ

れば、今後の地域ごとの取組（事業化、予算化）の根拠とすることができるとともに、

市民自治協議会の設置が進めば、まちづくりの推進母体とすることができる。 

さらに、日常生活圏（小学校区、自治会など）において、住民の健康維持・増進、

生きがいづくりなどの取組を活発化するためには、人々が集まり、交流し、サービス

を提供することができる拠点（場）の存在が重要となる。 

そこで、自治会の集会所、空き家、公共施設などを活用し、地域の状況と活動の広

がりに合わせた「健康と福祉の拠点」を位置づけ、拠点の管理、運営等に対して支援

を行うことを提案する。 

ただし、拠点の設置、運営の方法は地域の状況を踏まえ、個別に対応していくこと

となり、行政の支援は、施設の性格、運営主体、事業主体、事業内容等に応じて行う
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ことが必要となる。 

 

（４） 地域の見守り体制の強化 

誰もが、いつでも、いつまでも安心して暮らせる地域にするためには、子どもや高

齢者を地域ぐるみで見守ることが重要となる。特に、地域の中で顔見知りが減り、コ

ミュニティ意識が希薄化する中で、今後、増加することが予想される認知症高齢者に、

地域として対応するためには相応の仕組みや体制を整えることが必要である。 

そこで、認知症サポーター養成講座受講者の拡大等による見守りを担う人材の育成、

地元事業者との協力関係の構築、これら人材、事業者に支えられた関係機関等への情

報伝達の仕組みづくりなどにより、自治会、小学校区、生駒市の各層における見守り

ネットワークを構築することを提案する。 

また、ネットワークの構築に併せて、見守り活動を支える各種ツール（町田市で実

施されているあんしん相談室やあんしんキーホルダー等）を開発・導入することが必

要となる。 

 

（５） 地域に根差した交流の場づくり 

地域の見守り活動を含む地域ベースの活動は、コミュニティ意識の醸成、顔の見え

る関係づくりが基本となる。現在、地域には、子ども会、老人クラブ、自治会活動、

サロン活動など、各地域において様々な団体が交流の場を提供しているが、活動の担

い手不足等に伴う活動の低迷が問題となっている地域も見られる。 

他方、認知症カフェ、子育てカフェなど、特定の問題に関わる当事者が集える場が、

互いに理解し合える仲間づくり、精神的安定の場として機能するなど、新たなコミュ

ニティ形成につながる可能性が確認されてきた。 

そこで、サロン、クラブ、カフェなど、地域に根差した様々な交流の場の開設、運

営を行政として支援することを提案する。 

前述した「健康と福祉の拠点」での活動メニューの一環として展開されるものであ

り、行政の支援は、施設の性格、運営主体、運営内容等に応じて行うことが必要とな

る。 

 

（６） 推進体制整備 

健康と福祉のまちづくりを一つの政策の柱として総合計画に位置づけ、施策の体系

化を行うことに併せて、これを推進するための体制整備が必要となる。 

分野横断的な取組、多様な主体の連携協力による取組が必要となることから、庁内、

庁外において以下の体制を整備することを提案する。 

【庁内体制】 

健康と福祉を柱としたまちづくりに係る施策を、関係部局が連携協力して、既存の

取組を整理統合し、あるいは新たな取組を立案し、役割分担を明確にしつつ実施する
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ことができるよう、その中心を担う組織としての「室」を設置するとともに、関係部

局が集まって政策調整するための「連絡会議」を設置することを提案する。 

この際、「室」が当該政策全体を牽引できるよう、室長に一定の権限の付与が必要と

なる。 

「連絡会議」については、既に、全ての部署が関わる「地域包括ケア推進会議」が

設置されており、当会議の所管事項を拡大するかたちで改組することも考えられる。 

【庁外体制】 

健康と福祉を柱としたまちづくりに係る取組を担う主体は、行政だけでなく、地域

包括支援センター、福祉事業所、医療機関、自治会、老人クラブ、民生児童委員、Ｎ

ＰＯ団体、地元事業者など多様である。この多様な主体が目標を共有し、関係する施

策を縦横に連携し、一定の役割分担のもとで整合性をもって進めていくためには、情

報の共有、取組の調整ができる仕組みが必要となる。 

そこで、庁外に協力団体が参加する「連絡会議」を設置することを提案する。 

既に、包括的かつ継続的な医療と介護サービスの提供体制の構築を目的として医療

介護連携ネットワーク協議会が設置されているなど、既存の医療・保健・福祉に係る

連携組織と整合し、横につながりながら、相互に機能強化される組織づくりが必要と

なる。 

 

（７） リーディング・プロジェクトの立案と推進 

実行性ある推進体制を整備する際には、ミッションを明確にし、具体的な取組実績

を作ることが重要である。 

そこで、リーディング・プロジェクトを立ち上げ、「室」を中心とし、関係部署が参

加するプロジェクトチームを組織することを提案する。 

プロジェクトチームでは、プロジェクト推進のための計画立案（既存事業の整理・

統合、新規事業の提案、事業全体の体系化、役割の明確化）、関係部署間の調整・連絡、

事業の進捗管理等を行うことを想定している。 

また、リーディング・プロジェクトの例として以下のプロジェクトを提案する。 

 

【プロジェクト例１：「歩く」を楽しめるまちづくり】 

「歩く」ことが健康維持の基本である。誰もが日常的に歩きたくなるまち、歩いて

楽しいまちを目指し、以下のような取組を総合的に進める。 

・ウォーキングマップの作成（地域の身近な散歩道を紹介し合えるようスマホアプ

リを活用した情報提供も考えられる） 

・快適に歩ける道路空間の整備（バリアフリー化、休憩施設・木陰の配置など） 

・外出したくなる「場」の創出（前述の拠点、サロン・カフェなどが該当する） 

・移動支援（コミュニティバス、乗り合いタクシー、有償ボランティア輸送、福祉

バスなど） 
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・見守りネットワークの構築（前掲） 

 

 

【プロジェクト例２：「運動」を楽しめるまちづくり】 

健康の維持・増進のためには運動習慣を身に着け、継続することが重要である。誰

もが生涯にわたって年齢、体力、技能、志向等に合わせて運動ができる環境づくりを

目指し、以下のような取組を総合的に進める。 

・学校教育、生涯学習、健康づくり、高齢者福祉の各分野の窓口から、自分に適し

た運動プログラム（教室やクラブ）にアクセスできる情報案内システムの構築 

・軽スポーツの普及と軽スポーツを通した世代間交流の推進（競技の紹介・指導、

イベントの開催、道具の貸出など） 

・指導者の育成と派遣（指導者研修の実施など） 

・年齢、体力、技能、志向等に応じた運動メニュー（プログラム）の開発 

・スポーツができる場所の確保（公共施設、公共空間等の開放） 

 

【プロジェクト例３：生きているときも逝くときも医療安心・幸せなまちづくり】 

 健康づくり、病気の予防、病気や障がいの早期発見・早期対応、病気や障がいと共

に自分らしい暮らしの実現、安心な老後、そして、満足度の高い終末期の実現を目指

し、以下のような取組を提案。 

・やまと西和ネットの普及と有効活用（病歴・投薬内容の正確な把握、薬の重複投与・

過量投与・併用禁忌薬剤投与などの防止、検査結果の共有による重複・見落としチ

ェック、災害時カルテ消失・緊急救急対応などへの有用性について、市民に周知し

取組の充実を図る） 

・「（仮）目指せ、地域完結型医療！情報コーナー」の設置（地域完結型医療の実現や

病気の予防・早期発見早期治療につながる、市内の医療機関が開催する講演会や研

修会 などの情報紹介を市の広報で実施） 

・「（仮）４０歳からの老後や終末期の暮らし方セミナー」の開催（介護サービス利用

法、老後や終末期の暮らし方、リビングウィル、看取りを巡る課題などを紹介。高

齢者が参加できる生涯学習プログラムやイベント・講座の紹介。） 

・「（仮）認知症安心ケアパスの作成」（市民に理解しやすい明るいイラスト入りの市民

向け認知症ケアパスの作成） 
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